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身体的拘束等適正化のための指針 

 

１．身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

（１）身体的拘束等の原則禁止 

  当事業所は、障害者虐待防止法の趣旨を理解し、利用者の身体・精神的に悪影響を

招く可能性があり、且つ、利用者の尊厳を傷付ける恐れのある身体的拘束等は原則行わ

ないよう、日々の療育の提供に努めます。 

 

（２）緊急やむを得ず身体的拘束等を行わざるを得ない場合の対応について 

  利用者本人、もしくは、他の利用者等の生命、身体、または権利が危険に晒される

等、緊急やむを得ない場合において、切迫性（利用者本人、又は、他の利用者の生命、

又は、身体が危険に晒される可能性が著しく高いこと）、非代替性（身体的拘束等を行

う以外に代替する方法がないこと）、一時性（身体的拘束等が一時的なものであるこ

と）の３要件（切迫性・非代替性・一時性）の確認を行った上、限定した範囲で身体的

拘束等を実施することとします。実施した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等

について検討し、本人、又は、家族に対する説明を行います。ただし、拘束の実施後

も、利用者本人の様子を見ながら適切な支援に関して身体的拘束等適正化委員会で検討

し、身体的拘束等の解除に向けて努めます。 

 

（３）日々の支援に関する留意事項 

  身体的拘束等を行う必要性を生じさせないために、日々の療育に関して以下のこと

に留意して提供します。 

 ①すべての利用者の人権を尊重し、利用者主体の行動の保持に努めます。 

 ②言葉や対応で利用者の精神的な自由を妨げないように努めます。 

 ②安全確保のために、利用者の身体的、又は、精神的な自由を安易に妨げるような行

為は行いません。 

 ③利用者、又は、家族の思いを汲み取り、意向に沿ったサービスを提供しながら個々

に応じた丁寧な対応を心掛けます。 

 ③日々の療育の振り返りを行い、現状把握と改善に努めます。 

 

２．身体的拘束等適正化検討委員会について 

（１）目的 

  身体的拘束等適正化に向けて、事業所内の体制の維持・強化及び身体的拘束等の実施

状況の確認や検討等を目的とした、身体的拘束等適正化検討委員会を設置します。検討

内容については以下の通りです。 

  ①身体的拘束等廃止に向けた現状把握及び改善の検討 

  ②身体的拘束等を実施せざるを得ない場合の検討 



  ③身体的拘束等を実施した場合の解除に関する検討 

④身体的拘束等廃止に向けた規則や指針の見直し 

   

（２）構成 

  ①代表理事 

  ②管理者（児童発達支援管理責任者） 

  ③その他、必要とされる者 

 

（３）開催 

  ①定例会議 

     半年に１回開催します。ただし、該当する利用者がいない場合には、事業所内の

環境の再構成に関する話し合いや指針等の見直しを行う場合もあります。 

   ②臨時会議 

     緊急の判断を要する突発的な事態（すぐに身体的拘束を要する場合）においては、

最善の方法で安全を確保し、その結果と経緯を記録します。その後、報告書をもと

に速やかに臨時委員会を開催し、適正性と適正化策を検討し、結果について全従業

員に周知します。適正化策を実施後、その効果についての検討を行います。 

 

３．身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

当事業所に所属するすべての職員に対して、身体的拘束廃止に向けた職員教育を行いま

す。 

 （１）年１回以上の身体的拘束等の適正化のための研修の実施 

 （２）新任者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の実施 

 （３）その他必要な研修・教育の実施 

 

４．身体的拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針 

 緊急やむを得ない場合に身体的拘束を実施する場合には、実施状況や利用者の日々の様

態を記録し、身体的拘束等適正化委員会において拘束解除に向けた検討を行います。ま

た、利用者及び家族に対して、十分な説明及び経過、又は、解除の報告を遅滞なく行いま

す。 

 

５．身体的拘束等の適正化の推進のために 

 当事業所の身体的拘束適正化のための指針は、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧で

きるように、当事業所のホームページに公表します。 

 

 

附則 

この指針は、令和４年４月１日より施行します。 


